
さいたま市規則第４８号 

   さいたま市生活環境の保全に関する条例施行規則の一部を改正する規則 

 さいたま市生活環境の保全に関する条例施行規則（平成２０年さいたま市規則第１

０４号）の一部を次のように改正する。 

 次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当

該改正後部分に改める。 

 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

（特定化学物質等の要件） 

第５３条 条例第７１条第２号の規則で定める要件

は、当該製品の質量に対するいずれかの特定化学

物質の質量（その特定化学物質が次の各号に掲げ

るものであるときは、当該特定化学物質が含有す

る当該各号に定める物質の質量とする。以下この

条及び第５６条において同じ。）のうち、特定化

学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善

の促進に関する法律施行令（以下この条及び第５

５条において「令」という。）第４条第１号イに

規定する特定第一種指定化学物質のいずれかに該

当する特定化学物質の質量の割合が０．１パーセ

ント以上であり、又は当該特定第一種指定化学物

質に該当する特定化学物質を除くいずれかの特定

化学物質の質量の割合が１パーセント以上である

製品（環境への影響が軽微な製品等を除く。）で

あることとする。 

 ［略］ 

 令別表第１第４８号に掲げる第一種指定化学

物質 アンチモン 

 令別表第１第６２号に掲げる第一種指定化学

物質 インジウム 

 令別表第１第９９号に掲げる第一種指定化学

物質 カドミウム 

 令別表第１第１０５号に掲げる第一種指定化

学物質 銀 

 令別表第１第１１１号に掲げる第一種指定化

学物質 クロム 

 令別表第１第１１２号に掲げる第一種指定化

学物質 クロム 

 令別表第１第１５６号に掲げる第一種指定化

学物質 コバルト 

 （特定化学物質等の要件） 

第５３条 条例第７１条第２号の規則で定める要件

は、当該製品の質量に対するいずれかの特定化学

物質の質量（その特定化学物質が次の各号に掲げ

るものであるときは、当該特定化学物質が含有す

る当該各号に定める物質の質量とする。以下この

条及び第５６条において同じ。）のうち、特定化

学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善

の促進に関する法律施行令（以下この条及び第５

５条において「令」という。）第４条第１号イに

規定する特定第一種指定化学物質のいずれかに該

当する特定化学物質の質量の割合が０．１パーセ

ント以上であり、又は当該特定第一種指定化学物

質に該当する特定化学物質を除くいずれかの特定

化学物質の質量の割合が１パーセント以上である

製品（環境への影響が軽微な製品等を除く。）で

あることとする。 

 ［略］ 

 令別表第１第３１号に掲げる第一種指定化学

物質 アンチモン 

 令別表第１第４４号に掲げる第一種指定化学

物質 インジウム 

 令別表第１第７５号に掲げる第一種指定化学

物質 カドミウム 

 令別表第１第８２号に掲げる第一種指定化学

物質 銀 

 令別表第１第８７号に掲げる第一種指定化学

物質 クロム 

 令別表第１第８８号に掲げる第一種指定化学

物質 クロム 

 令別表第１第１３２号に掲げる第一種指定化

学物質 コバルト 



 令別表第１第１６４号に掲げる第一種指定化

学物質 シアン 

 令別表第１第２７２号に掲げる第一種指定化

学物質 水銀 

 令別表第１第２７４号に掲げる第一種指定化

学物質 スズ 

 令別表第１第２７６号に掲げる第一種指定化

学物質 セリウム 

 令別表第１第２７７号に掲げる第一種指定化

学物質 セレン 

 令別表第１第２７９号に掲げる第一種指定化

学物質 タリウム 

 令別表第１第３１１号に掲げる第一種指定化

学物質 テルル 

 令別表第１第３１４号に掲げる第一種指定化

学物質 銅 

 令別表第１第３５３号に掲げる第一種指定化

学物質 鉛 

 令別表第１第３５５号に掲げる第一種指定化

学物質 ニッケル 

 令別表第１第３６３号に掲げる第一種指定化

学物質 バナジウム 

 令別表第１第３７８号に掲げる第一種指定化

学物質 砒素 

(21) 令別表第１第４１４号に掲げる第一種指定化

学物質 ふっ素 

(22) 令別表第１第４４４号に掲げる第一種指定化

学物質 ベリリウム 

(23) 令別表第１第４５８号に掲げる第一種指定化

学物質 ほう素 

(24)  令別表第１第４６５号に掲げる第一種指定

化学物質 マンガン 

(25)  令別表第１第５０５号に掲げる第一種指定

化学物質 モリブデン 

(26) 別表第１７第１項に掲げる化学物質 アンモ

ニア 

(27) 別表第１７第１３項に掲げる化学物質 硫酸

（１００パーセントの濃度に換算したもの） 

２ ［略］ 

別表第１７（第５２条－第５４条関係） 

 令別表第１第１４４号に掲げる第一種指定化

学物質 シアン 

 令別表第１第２３７号に掲げる第一種指定化

学物質 水銀 

 令別表第１第２３９号に掲げる第一種指定化

学物質 スズ 

 令別表第１第２４２号に掲げる第一種指定化

学物質 セレン 

 令別表第１第２７２号に掲げる第一種指定化

学物質 銅 

 令別表第１第３０５号に掲げる第一種指定化

学物質 鉛 

 令別表第１第３０９号に掲げる第一種指定化

学物質 ニッケル 

 令別表第１第３２１号に掲げる第一種指定化

学物質 バナジウム 

 令別表第１第３３２号に掲げる第一種指定化

学物質 砒素 

 令別表第１第３７４号に掲げる第一種指定化

学物質 ふっ素 

 令別表第１第３９４号に掲げる第一種指定化

学物質 ベリリウム 

 令別表第１第４０５号に掲げる第一種指定化

学物質 ほう素 

(21) 令別表第１第４１２号に掲げる第一種指定化

学物質 マンガン 

(22) 令別表第１第４５３号に掲げる第一種指定化

学物質 モリブデン 

(23) 別表第１７第２項に掲げる化学物質 アンモ

ニア 

(24) 別表第１７第５項に掲げる化学物質 塩化水

素 

(25) 別表第１７第２１項に掲げる化学物質 硝酸

（１００パーセントの濃度に換算したもの） 

(26) 別表第１７第４１項に掲げる化学物質 硫酸

（１００パーセントの濃度に換算したもの） 

２ ［略］ 

別表第１７（第５２条－第５４条関係） 

項 特定化学物質 

１ ［略］ 

項 特定化学物質 

１ アルミニウム（粉状のものに限る。） 

２ ［略］ 

３ イソオクタン 

４ イソホロン 



２ ［略］ 

３ ［略］ 

４ ［略］ 

５ ［略］ 

６ ［略］ 

７ ［略］ 

８ ［略］ 

９ ［略］ 

１０ ［略］ 

１１ ［略］ 

１２ ［略］ 

１３ ［略］ 

１４ ［略］ 

５ 塩化水素（塩酸を含む。） 

６ ［略］ 

７ キャプタン 

８ ［略］ 

９ クロロプレン 

１０ コールタール 

１１ コールタールピッチ 

１２ ［略］ 

１３ ［略］ 

１４ ジエタノールアミン 

１５ ジエチルサルフェート 

１６ シクロヘキサノン 

１７ ［略］ 

１８ ［略］ 

１９ ［略］ 

２０
臭素化ビフェニル（臭素数が２から５ま

でのもの及びその混合物を除く。） 

２１ 硝酸 

２２
タルク（アスベスト様繊維を含むもの

に限る。） 

２３ 炭化珪素（繊維状のものに限る。） 

２４ テトラヒドロフラン 

２５ ［略］ 

２６ トリメチルアミン 

２７ ［略］ 

２８ パラ―ニトロトルエン 

２９ フタル酸ジメチル 

３０ オルト―フタロジニトリル 

３１ ふっ化珪素 

３２ ふっ素 

３３ ２―ブトキシエタノール 

３４ マグネシウム 

３５ ［略］ 

３６ メチルイソブチルケトン 

３７ メチルエチルケトン（別名 ＭＥＫ） 

３８ メチル―ターシャリ―ブチルエーテル 

３９ ヨウ化メチル 

４０ ［略］ 

４１ ［略］ 

４２ 硫酸ジメチル 

４３ ［略］ 

４４ ロックウール 

   附 則 

（施行期日） 



１ この規則は、令和５年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則による改正後のさいたま市生活環境の保全に関する条例施行規則第５３

条第１項及び別表第１７の規定は、令和６年度以後におけるさいたま市生活環境の

保全に関する条例（平成２０年さいたま市条例第４６号）第７４条第２項の規定に

よる取扱量等の報告について適用し、令和５年度における同項の規定による取扱量

等の報告については、なお従前の例による。 


